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練馬区

地区計画の目標

　地域生活を支える拠点である駅を中心として、商店街、石神井公園が連続した魅力あふれる
みどりを大切にしたまちの実現を目指すため、以下の目標を定める。

１ 駅周辺や幹線道路沿道における土地の高度利用を図るとともに、商業・業務施設の集積
と活性化を促進し、活動的でにぎわいのあるまちを形成する。

２ 壁面の後退によるまちの特色を生み出す空間の創出および商店街通りの再整備等により、
歩いて楽しい街並み景観を形成する。

３ 建替え更新等により、みどり豊かで開放感のある街並みや防災性・快適性の高い良好な
住環境を形成する。
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土地利用の方針

鉄道地区
　西武池袋線石神井公園駅と一体となったにぎわい
を創出するとともに、鉄道高架下に周辺環境と調和し
た商業・業務系の土地利用を誘導する。

１

駅前商業地区Ａ、駅前商業地区Ｂ

　石神井公園の風情や周辺環境に配慮しながら、幹線
道路の整備と併せて、商業地のにぎわいを感じる地域
の顔として、土地の有効利用を促進し、まちの活性化
および高度利用を図る。
　あわせて、市街地再開発事業により公共公益施設を
整備し、区民利便性の更なる向上を図る。

２

　富士街道沿道の商業地として、周辺環境に配慮し、
建築物の中層化を図る。

沿道商業地区３

商店街地区Ａ、商店街地区Ｂ、商店街地区Ｃ
　幹線道路の整備に伴う商店街通りの再整備および
土地の有効利用の促進により、商店街利用者が安全で
安心して買物することができ、よりにぎわいのある商
業空間を形成する。

４

商業・住宅共存地区
　商業地に隣接する店舗と住宅が共存する地区として
調和を図り、幹線道路沿道では延焼遮断帯の形成を促
し、良好な環境を形成する。

５

補助１３２号線沿道地区
　住宅と店舗等が調和した補助１３２号線沿道にふさ
わしい土地利用を誘導し、沿道の緑化を促進するとと
もに、既存のみどりを生かした居住環境を保全する。ま
た、延焼遮断帯の形成により、防災性の向上を図る。

６

住宅地区
　石神井公園に隣接する閑静でみどり豊な住宅地とし
て、沿道の緑化を促進するとともに、良好な居住環境
を保全する。
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立地特性を踏まえて本地区をつぎのように区分し、
それぞれの地区の方針を定める。

建築物等の整備の方針

　建築物等の整備に際しては、地域の景観や環境に十分配慮するものとする。５

１ 　鉄道地区では周辺商業地と連携したにぎわいを創出し、周辺環境と調和した街並みを形成するため、建築物等の
用途の制限、建築物等の高さの最高限度および建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限を定める。

４ 　駅前においては、市街地環境の改善に資する建築物を誘導するとともに、駅から公園に向かって徐々に建築物の
高さを抑えながらスカイラインを整えるため、建築物等の高さの最高限度を定める。

３ 　補助１３２号線沿道地区および住宅地区では、住宅と店舗等の調和を図り、街並み景観に配慮し良好な住環境を確
保するため、建築物等の用途の制限（住宅地区を除く。）および建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限を定め
る。
　また、防災性の向上、快適で安全な居住環境の維持および沿道の緑化を促進するため、建築物の敷地面積の最低限
度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限および垣またはさくの構造の制限を定める。

２ 　駅前商業地区、沿道商業地区、商店街地区および商業・住宅共存地区では、駅前や商店街にふさわしい健全な商業
集積を促進し、石神井公園の風情が感じられ、にぎわいのある調和のとれた街並みを形成するため、建築物等の用途
の制限および建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限を定める。
　また、土地の高度利用を促進するとともに、防災性の向上やにぎわいと開放感のある商業空間を形成するため、建
築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の
制限、建築物等の高さの最高限度および垣またはさくの構造の制限を定める。なお、駅前商業地区Ｂ、商店街地区およ
び商業・住宅共存地区では、壁面の位置の制限等を定めることにより、道路上の採光・通風等を確保しながら、道路
幅員による建築物の容積率の制限、道路斜線の緩和制度（街並み誘導型）を活用する。

区域の整備・開発および保全に関する方針

道路 駅や公園等へのアクセスの向上や歩行者の安全性・利便性の高い道路交通機能の確保、街中の
界わい性・防災性の向上のため、区画道路を整備する。

緑地 潤いのある快適な環境を維持するとともに、補助１３２号線沿道について、みどり豊かな環境を
形成するため、緑地を整備する。

その他の
公共空地

市街地再開発事業により創出される歩行者空間等について、維持・向上を図るため、広場、
歩道状空地、歩行者用通路および緩衝空地を地区施設に位置付ける。

地区施設の整備の方針

・・・

・・・

・・・
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計画図１（地区区分・地区施設の配置等） 壁面の位置の制限については
計画図２（P.6）を参照
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計画図２（壁面の位置の制限）
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地区区分・地区施設の配置については
計画図１（P.3）を参照
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壁面の位置の制限 1-1 号
（庁舎通り東側）

■容積率の最高限度
　・駅前商業地区Ｂ：500％

壁面の位置の制限 2-2 号
（駅前通り南側）

■容積率の最高限度
・駅前商業地区Ｂ：500％
　・商店街地区Ａ：500％

壁面の位置の制限 3号
（銀座通り）

■容積率の最高限度
　・商店街地区Ａ：480％
　・商店街地区Ｃ：400％

■容積率の最高限度
　・商店街地区Ａ：480％
　・商店街地区Ｃ：400％

壁面の位置の制限 5 号
（市街地再開発事業区域内）

壁面の位置の制限 8号
（市街地再開発事業区域内）

壁面の位置の制限 6 号
（市街地再開発事業区域内）

壁面の位置の制限 7号
（市街地再開発事業区域内）

壁面の位置の制限 4号
（区画道路４号、５号）

■容積率の最高限度
     ・商店街地区Ａ、Ｂ：360％
　・商業 · 住宅共存地区：300％

壁面の位置の制限 2-3 号 
（市街地再開発事業区域内）

■容積率の最高限度
　・駅前商業地区Ｂ：500％

壁面の位置の制限 1-2 号
（庁舎通り西側、公園通り ）

■容積率の最高限度
　・商店街地区Ａ：500％
　・商店街地区Ｂ：400％

壁面の位置の制限 1-3 号 
（公園通り） 

壁面の位置の制限 2-1 号 
（駅前通り北側）

■容積率の最高限度
　・駅前商業地区Ｂ：500％

壁面の位置の制限と容積率の最高限度　＜詳細図＞
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計画の変更

届出者が行う手続き

地区計画に適合している

建築確認が必要な場合

（注）

事 前 相 談

地区計画の届出

届出の審査および指導等

建築確認申請

建築確認済証交付

工事着手

完　了

認定申請

地区計画に適合していない

（注）
建築確認が不要な場合

こんな時、届出が必要となりますこんな時、届出が必要要となります

届出から工事着手まで

前面道路による容積率制限、
道路斜線制限の緩和、高さの
最高限度の特例等を受ける
場合

届出を必要とする行為 添付書類（縮尺）

（1）土地の区画形質の変更

（2）建築物の建築・工作物の建設

（3）建築物等の用途の変更

建築物の使い途（用途）を変える

（4）建築物等の形態・色彩・意匠の変更

建築物の色彩の変更・看板の設置および取替など

※地区整備計画において用途の制限が定められた区域に
　限る

切土・盛土・道路・宅地の造成、敷地の分割など
（開発許可が必要な場合を除く）

建築物の新築・増改築、広告塔などの工作物の建設、
門・塀および擁壁の築造など

区域図（1/1000以上）
設計図（1/100以上）

案内図（1/1500以上）
配置図（1/100以上）
立面図（1/100以上）2面以上

案内図（1/1500以上）
求積図（1/100以上）
配置図（1/100以上）
各階平面図（1/100以上）
立面図（1/100以上）2面以上
垣・さく配置図（1/100以上）
垣・さく断面図（1/20以上）

　この地区計画の区域内で下の表に示すような行為を行う場合には、事前に「届出」を行
う必要があります。「届出」は、工事着手の30日前かつ建築確認申請の時までに行って
ください。
　なお、下の表のような行為を行おうとする場合は、あらかじめ区にご相談ください。
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